
 　PRESS RELEASE 

 2024年3月吉日 

 生活協同組合コープさっぽろ 

 広報部 

 ちびっこコープデー、ゴーゴーコープデー 

 5％オフ割引から5％分ポイント還元へ 

 年間約13億円相当をポイントで組合員還元へ 

 　生活協同組合コープさっぽろ（以下、コープさっぽろ）では、2024年4月2日（火）からお店で実施している「ち 

 びっこコープデー」および「ゴーゴーコープデー」の5%オフ割引サービスを「ご利用金額（税抜）から5%分をポイ 

 ント還元」する方式に変更いたします。 

 　この変更により年間約13億円の5％オフ割引金額（※１）がポイントに変わり、組合員へのポイント還元が増え 

 る想定です。またポイント10倍セール時の適応金額（お買上げ金額本体1,000円以上）やステージ制度の設定 

 金額が達成しやすくなり、ポイントがより貯まりやすくなります（ステージ制度とは毎月の利用額に応じて翌月に 

 ポイントを付与するものです）。 

 　ポイントは店舗のお買い物をはじめ、宅配トドックやコープの電気などのコープさっぽろグループ各種サービ 

 スのお支払い等（共済、保険など一部サービス除く）に1ポイント＝1円として使うことができます。本変更を通じ 

 て組合員さんのポイント還元を増やし、生活に貢献してまいります。 

 　つきましては、以下のとおり実施いたしますので、取材のほどよろしくお願いいたします。 

 （※１　割引額は2022年11月1日～2023年10月31日の実績に基づきます。還元額はサービスの利用状況に 

 よって変動します。） 

 【概　要】 

 ■変更開始予定日 

 ちびっこコープデーの変更開始日：2024年4月2日（火） 

 ゴーゴーコープデーの変更開始日：2024年4月4日（木）　 

 ■変更するサービスについて 

 ①ちびっこコープデー（毎週火曜日および月末土曜日に実施、中学3年生までのお子様または20歳までの障 

 がいのあるお子様をもつ組合員さんが対象） 

 ②ゴーゴーコープデー（毎週木曜日に実施、55歳以上の組合員さんが対象） 

 ※毎月1日実施の組合員証提示で5%オフおよび、コープさっぽろの電子マネー『ちょこっとカード』でのお支払 

 いで5％オフは変更ございません。 

 ■変更内容について 

 お買上金額から5％オフ割引から、5％分をポイントとして進呈する方式に変更します。 

 ※税抜のお買上金額からの5％分のポイント進呈となります。 

 ※ポイント還元の対象外カテゴリーは5％オフ割引サービスと同様です（酒類、市町村指定ゴミ袋、商品券、た 

 ばこ、切手、金券、テナント等） 

 ※ポイント還元の計算時、小数点以下の値は、小数第1位を四捨五入にて計算します。 

 ※毎月1日組合員証提示割引5％オフ日が火曜、木曜に重なった場合は、ポイント5％還元サービスは実施せ 

 ず、組合員証5%オフを実施します。 



 【報道関係のお問合せ先】 

 生活協同組合コープさっぽろ 常務理事　小松 均　　広報部　広報メディアグループ　　小林恵莉　・　森ゆかり 

 〒063-8501　札幌市西区発寒11条5丁目10-1　　TEL 050-1741-5516（平日9時～18時） 


